
許可基準第13条 「一定の集落内の自己用住宅」  

（一定集落） 

第13条 条例第６条第８号及び条例第８条第９号に規定する「一定の集落において、線引き前から既に宅地で

あった土地における自己用住宅」とは、次の要件のすべてに該当するものをいう。 

(1) 申請地は、次のすべてに該当していること。 

ア 線引時において既に宅地であった土地であり、かつ、継続して宅地として利用されていること。 

イ 50以上の建築物が敷地相互の間隔50メートル以内で連たんしている地域（半径150メートルの円又は短 

辺100メートル以上の連続する長方形で面積が７ヘクタールの地域に限る。）内に所在する土地であるこ

と。 

ウ 原則として165平方メートル以上の面積であること。 

なお、敷地を分割する場合にあっては、いずれの土地も165平方メートル以上の面積が確保されるもの

であること。 

(2) 申請に係る予定建築物は、自己用住宅としてふさわしい規模等であり、かつ、周辺の土地利用及び環境

と調和のとれたものであること。 

(3) 申請者が新規に住宅を確保する必要性について、社会通念に照らしやむを得ないと認められる合理的理

由を有するものであること。 

  


